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 練馬区「介護保険福祉用具購入費」償還払のご案内   

  

 

居宅で介護を受ける方が、入浴や排せつのために使用する特定福祉用具等を購入したと

きは、年間１０万円を上限にその購入費の９割から７割を支給します。 

福祉用具を購入した時に、一旦費用の全額を支払った後に、練馬区へ申請し、適切な購

入と認められた場合、購入費の９割から７割を介護保険から受けることができます。（償

還払） 

他に、費用の全額を支払うことが困難な場合等は、最初から費用の１割から３割だけを

支払う方法もあります（受領委任払）。 

（＊負担割合について・・・・領収書記載日（領収年月日）時点における負担割合を適用

することとなります。負担割合は、「介護保険負担割合証」にてご確認ください。） 
 
 

１ 対象者 
 ⑴ 要介護(１～５)の認定・要支援(１･２)の認定を受けている介護保険の被保険者の

うち、居宅で介護を受ける方。 

 ⑵ 福祉用具の購入日の時点で、被保険者資格を有し、かつ、要介護(１～５)の認定・

要支援(１･２)の認定の認定有効期間内であること。 
 
  

２ 特定福祉用具および特定介護予防福祉用具 
  別表のとおり。 
 
 

３ 福祉用具購入費の支給対象となる購入費の額 
  要介護度にかかわらず、１年間（支給限度管理期間：毎年４月１日から１２か月間） 

 に１０万円まで利用できます。 
 
 

４ 福祉用具購入費の支給申請の手続き 
 ⑴ 購入に際しての注意点 

  ・居宅介護支援事業所と契約している方⇒ 介護支援専門員（ケアマネジャー）に必

ずご相談のうえ、指定を受けた福祉用具販売事業者で購入してください。 

・居宅介護支援事業所と契約していない方⇒ 指定を受けた福祉用具販売事業者で購

入してください。 

・福祉用具貸与と特定福祉用具購入の選択が可能な種目（スロープ、歩行器、歩行補

助用具）については、それぞれのメリットとデメリットを理解して購入してくださ

い。 
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 ⑵ 申請に必要な書類 

・ 福祉用具購入費支給申請書（署名、もしくは記名押印が必要） 

・ 福祉用具サービス計画書（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 領収証の原本（宛名は利用者(被保険者)のフルネーム、領収年月日、但し書きに購

入品目を記入したもの。５万円以上は収入印紙貼付、複数購入は各々の品名金額が

必要） 

・ パンフレット等（写し）（すのこの購入の場合は、図面と見積りも必要） 

・ 請求書 

※申請者本人名義の金融機関口座を記入してください。 

※申請者本人以外の口座に振り込みを希望される場合は、請求書のほかに「委任状」

をご提出ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★必要な記載内容     

「生活全般の解決すべき課題・ニーズ（福祉用具が必要な理由）」欄  

 【自立支援】、【心身機能の維持】、【介護負担の軽減】のいずれかを背景とし

て、福祉用具と関連した【生活場面】の記載がある。 

「福祉用具利用目標」欄  

  特定の【品目】を使うことにより、【生活場面】の【何の動作】が【可能に

なる】、または【負担の軽減になる】の記載がある。 

「選定理由」欄  

利用者の【状態】、【環境】に合わせ、機種の【機能、特性】を考慮し、【こ

の機種を選定した理由】について記載がある。 

◎排せつ予測支援機器にかかる申請の場合は、以下の(１)と(２)の書類の提出も

必要です。 

 
（1）要介護者等の膀胱機能にかかる医学的な所見を確認できる書類の写し（以

下の1～4のいずれか） 
 

1.介護認定審査における主治医の意見書 

2.サービス担当者会議等における医師の所見 

3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見 

4.個別に取得した医師の診断書 等 

 

（2）排せつ予測支援機器 確認調書 

 ※福祉用具サービス計画書等に確認調書と同内容が記載されていれば、提出

不要です。 
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 ⑶ 申請 

  ・地域包括支援センターまたは介護保険課へ申請してください。 
 

 ⑷ 支給 

  ・審査の結果、福祉用具の購入が保険給付の対象になると認められたときには、介護

保険課から「介護保険支給決定通知書」が申請者へ送付され、ご本人の口座に福祉

用具購入費の保険給付金が振り込まれます。  
 
 
 

【お問い合わせ】 

◎練馬区 高齢施策担当部 介護保険課 給付係   ０３－５９８４－４５９１（直通） 
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別表     福祉用具購入費の支給対象となる福祉用具 
 

（特定福祉用具および特定介護予防福祉用具） 
 

特定福祉用具 
および 

特定介護予防 
福祉用具の種目 

内   容 

 

① 腰掛便座 

 次のいずれかに該当するものに限る。 
(1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 

(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む）。 
(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 
(3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を 

有しているもの 
(4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 

(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能なものに限る。） 

② 
自動排泄 

処理装置の 
交換可能部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）の 
うち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う 
者が容易に交換できるもの。※ 専用パッド、洗浄液等、排泄の都度消費 
するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 

③ 入浴補助用具 

座位の保持、浴槽の出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具 
であって次のいずれかに該当するものに限る。 

(1)入浴用いす 
座面の高さが概ね35㎝以上のもの 
またはリクライニング機能を有するものに限る。 

(2)浴槽用手すり 
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの 
に限る。 

(3)浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 

(4)入浴台 
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にする 
ことができるものに限る。 

(5)浴室内すのこ 
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることが 
できるものに限る。 

(6)浴槽内すのこ 
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限

る。 

(7)入浴用介助ベルト 

居宅要介護者等の身体に直接巻きつけて使用するもの 
であって、浴槽への出入り等を容易に介助することが 
できるものに限る。 

④ 簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(＊)であって、 
取水または排水のために工事を伴わないもの。 

 
(＊)硬質の材質であっても、使用しないときに立て掛ける等により収納できるも
のを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ら
れる。 

⑤ 
移動用リフトの 
つり具部分 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること 
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⑥ 
排せつ予測 
支援機器 

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであ
って、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はそ
の介護を行う者に自動で通知するものである。専用ジェル等装着の都度、消費す
るもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。 

 

⑦ スロープ 
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びをようしないもの

をいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型は除く。 

 

⑧ 歩行器 
 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互歩行式をいい、車輪・キャ
スターが付いている歩行車は除く。 

 

⑨ 歩行補助つえ 
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッ

チ及び多点杖に限る。 

 

 
  
 

※ 上記⑦～⑨は、福祉用具貸与と特定福祉用具購入との選択ができる種目となっています。 

この種目の購入の場合には、 

・ 利用者にメリット・デメリットを十分説明を行うこと 

・ 福祉用具専門相談員が６ケ月に１度はモニタリングすること 

・ 利用者の要請に応じて使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、メンテナンスが必

要になります。 
 

※ これらの福祉用具の購入は、それを利用することによって転倒予防、行動範囲の拡大、  
動作の容易性の確保、介護の軽減等が図られ、被保険者の日常生活動作の困難の度合いが  
軽くなり、在宅での生活が確保できるためのものであることが必要です。 

 
 ※ ２つ以上の機能を有する福祉用具は、場合によっては福祉用具購入費支給の対象となら 

 ないこともありますので、事前にご相談ください。 


